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道路土工構造物技術基準 国土交通省 （平成27年３月） 
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受注者は、自然条件の変化等により、支保工に異常が生じた場合は、工事を中止し、監督員

と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には応急措置をとった後、直ちにその

措置内容を監督員に連絡しなければならない。 
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日本道路協会 道路維持修繕要綱  

日本道路協会 舗装再生便覧 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 

日本道路協会 道路橋補修便覧  

日本道路協会 道路トンネル維持管理便覧（本体工編） 

日本道路協会 道路緑化技術基準・同解説 

（昭和53年７月）

（平成22年11月）

（平成19年６月）

（昭和54年２月）

（平成27年６月）

（平成28年３月） 
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